
虐待発生時の対応手順

利用者、家族に

は随時説明する

虐待を受けられたと思われる利用者 虐待を受けられたと思われる利用者を発見した施設職員

施設職員

施設長（管理者）

現状確認

姫路市への報告 虐待防止委員会での今後の対応・再発防止の検討

再発防止策（研修等）の実施利用者・家族への説明謝罪

生活相談員

市町村には、虐待の疑いがあると判断した段階で通報（又は報告）

対象職員への聞き取り

他職員への聞き取り

報告報告

報告

報告

相談・通報

事実確認

（虐待防止マニュアル別紙）


